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令和７年９月三浦市教育委員会定例会会議録 

 

○日  時 令和７年９月 26日(金) 午前９時 30分～午前 10時 08分 

 

○場  所 三浦市役所第２分館 教育委員室 

 

○次  第 

 

１ 開  会 

 

２ 会議録の承認 

 

３ 署名委員の指名 

石 渡 博 幸 委員、 村 山 智 洋 委員 

 

４ 教育長報告 

⑴  小中学校の行事について 

⑵  令和７年第３回三浦市議会定例会について 

 

５ 報告事項 

⑴  令和７年８月の後援名義等使用について（資料１） 

 

６ 審議事項 

⑴  議案第19号 三浦市教育委員会教育長職務代理者の指名について（資料２） 

⑵  議案第20号 三浦市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規

則について（資料３） 

  

７ その他の事業について 

⑴  第 53回三浦市学校保健大会の開催について（資料４） 

 

８ その他 

 

９ 閉 会 
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○出席者（５名） 

 教 育 長  及 川 圭 介 

 教育長職務代理  廣 瀬 牧 実 

委    員  石 渡 博 幸 

委    員  村 山 智 洋 

 委    員  川 名 大 介 

 

○欠席者（０名） 

 

○説明のために出席した職員 

教 育 部 長  鈴 木 基 史    教 育 総 務 課 長  浦 西 伸 一 

学 校 教 育 課 長  松 田 寿 雄    青少年教育課長  南 雲 哲 也 

学 校 給 食 課 長  武 田 健 二 

 

○事務局出席者 

教育総務課グループリーダー  阿 井 俊 弥     教育総務課主事補   飛 田 涼 馬 

 

○傍   聴（０名） 
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              ◇ 午前９時 30分 開会 ◇                

 

○及川教育長  皆さんおはようございます。 

ただいまより令和７年９月三浦市教育委員会定例会を開会いたします。 

まず、はじめに前回会議録の承認を行います。前回会議録の案につきましては、すでに皆様

のお手元に送付してございますけれども、本案修正等に関します皆様の御意見を頂戴した上で、

誤字脱字等の修正につきましては、教育長一任とすることについての御承認をいただきたいと

思います。 

それでは修正等につきまして、御意見ございましたらお願いしたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

（発言等なし） 

  

○及川教育長  よろしいでしょうか。 

なければお諮りいたします。 

前回会議録につきまして、令和７年８月三浦市教育委員会定例会会議録のとおりとすること

について、併せまして誤字脱字等の修正につきましては教育長一任とすることについて、御異

議ございませんか。 

 

   （「異議なし」の声あり） 

 

○及川教育長  ありがとうございます。 

御異議ないようですので、前回会議録につきましてはそのようにいたします。 

本日の定例会の会議録署名委員に石渡委員と村山委員を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

○及川教育長  それでは続きまして、次第４「教育長報告」をさせていただきます。 

９月につきましては、県市町村の教育長が集まっての会議はございませんでした。 

学校関係といたしましては、９月１日月曜日に２学期の始業式が行われました。まだまだ厳

しい暑さが続いている中での始業式ということでありました。ここに来てやっと秋めいてきた

という感じがします。今日は暑さがぶり返しておりますけども、来週もまだ 30度を超える暑さ

があるという予報もありますので熱中症については、まだまだ気をつけながらいかなければい

けないかなと思うところであります。この２学期は学校にとっては大きな行事が続くため、そ

ういった面での健康管理については十分に配慮していきたいなというふうに思うところであり

ます。 

学校行事といたしましては、中学校の修学旅行がすでに終了しておりますけれども、９月 16

日火曜日から 18日木曜日の間におきましては、南下浦中学校が広島方面、三崎中学校について

は近畿方面、そして９月 17日から 19日におきましては、初声中学校が北陸方面への修学旅行

を実施したところであります。どの学校も充実した修学旅行を過ごすことができて無事帰って

きたというところであります。 
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小学校の修学旅行につきましては、10月 10日金曜日、11日土曜日になりますけれども、こ

れまでと同じ日光方面ということで予定されています。 

また、小学校については６校の運動会が予定されております。 

旭小学校については春に実施済みですので、残りの６校については、11月１日土曜日に運動

会を実施するということであります。運動会について、以前は９月の終わりとか 10月ぐらいに

実施されていたところで 11月ですと遅いなって感じもしたんですけれども、ここのところ 11

月が妥当かなという感じを受けるような、そんな気候の変化を感じるところであります。 

９月については、三浦市議会の月ということでもありまして、令和７年第３回の定例会につ

いては、９月８日月曜日から 30日火曜日までの開催ということであります。市議会の報告につ

いては次回の定例会を予定しています。 

教育長報告は以上です。 

御質問等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

 

○石渡委員  小学校の修学旅行について、戦場ヶ原周辺で熊が出るっていうことで他市では中

止になったというような話も聞くんですけど、三浦市はどうなんでしょうか。 

 

○松田学校教育課課長  各小学校の修学旅行のしおりが今ちょうど届いたところでございまし

て、まだ詳細を把握できておりませんが、そういった視点で確認して、もし心配な場合には学

校に相談します。ただ、もう行程にすでに含まれているところで急遽変更というのは難しいと

思いますが、ＪＴＢとも連携して説明会等を行っておりますので安全には配慮して進めている

と思います。 

 

○及川教育長  小学校の修学旅行については、学校それぞれが単独で決めていくわけではなく

て、旅行会社を介して梯団といってグループを組んで同じ方面に共通の列車を使って行ってる

わけですけれども、それにおいては旅行会社からいろいろな情報提供がされていますので、そ

れを基にスケジュールを組まれていくということになると思います。 

今、石渡委員が言われたような心配っていうのも当然あるわけですので、その辺は十分に情

報を収集しながら、旅行会社と協議をして進めて組んでいくというようになると思いますので、

こちらも注意はしていきたいと思いますけれども、そのようなことでよろしくお願いしたいと

思います。 

  そのほかいかがでしょうか。 

 

（質問等なし） 

 

○及川教育長  それでは次第５「報告事項」に入ります。⑴令和７年８月の後援名義等使用に

ついて、報告をお願いいたします。 

 

○浦西教育総務課長  それでは令和７年８月の後援名義の使用について、御報告いたします。 

資料１ページの資料１を御覧ください。令和７年８月に資料記載の事業について、教育総務

課関係３件、青少年教育課関係３件の後援名義等使用申請があり、承認をいたしました。 
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報告は以上でございます。 

   

○及川教育長  報告は終わりました。 

御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（質問等なし） 

 

○及川教育長  続きまして、次第の６「審議事項」に入ります。 

⑴議案第 19号 三浦市教育委員会教育長職務代理者の指名についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

○浦西教育総務課長  それでは議案第 19号 三浦市教育委員会教育長職務代理者の指名につ

いて、御説明させていただきます。 

教育長職務代理者につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 13条第２項

におきまして、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名す

る委員がその職務を行うと定めております。 

廣瀬教育長職務代理におかれましては、令和７年９月 30日までが現在の任期となっておりま

すので、次の方を指名していただくことになります。 

従いまして、及川教育長から職務代理者の指名をお願いいたします。 

 

○及川教育長  それでは石渡委員を教育長職務代理者として指名したいと思います。よろしく

お願いします。 

任期につきましては、令和７年 10月１日から次の教育長職務代理者が指名されるまでの期間

ということにしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、⑵議案第 20号 三浦市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改

正する規則についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

○松田学校教育課課長  それでは三浦市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則について、説明をいたします。 

議案資料３ページ、資料３を御覧ください。 

議案第 20号 三浦市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて、次のとおり改正することについて承認を求めるものであります。第３条第１項第４号

中、４月４日までを起算して４日間。ただし、前２号に掲げる日は、当該期間に算入しないに

改めるものでございます。 

４ページに新旧対照表がございます。表中のアンダーラインを施してあるところ、こちらが

今回の改正箇所になります。 

改正理由といたしましては、これまでカレンダーの曜日の並びによって日数が左右されてい

た新年度の準備期間、こちらを毎年度４日間確保できるようになり、しっかりと新年度の準備

ができるようになるというものです。 
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また、現行の管理運営規則第５条によれば、４日間の新年度準備期間を設けることは可能で

はございますが、そのためには所定の手続が必要となります。こういった手続を省くとともに、

しっかりとした４日間という新年度の準備期間を毎年度確保するという２点の理由から今回の

改正について付議するものでございます。 

今回の改正は令和８年４月１日施行するものでございます。 

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

 

○及川教育長  説明は終わりました。 

御質問等ございましたらお願いいたします。 

 

○川名委員  質問ではなく意見として、先日の定例会のときにもありましたけれども、卒業す

る３年生の授業時数に関して、来年度から実施されるにあたって学校と上手く連携をとってい

ただいて、整えていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○及川教育長  カレンダーによって、例えば４月１日が土曜日だと３日の月曜日に異動の辞令

交付式があって、初めてその学校に行くような先生もいて、５日に入学式・始業式ということ

で準備の時間が取れない年があるんですね。そういうことを解消しようということで、年度が

始まって、入学式と始業式までの間を４日間確保するようにすれば、年度始めの準備などもし

っかりできるだろうということで決めるものであります。 

特に今年度から具体的に動き出しましたけども、広域の人事、逗子・葉山・三浦で横須賀も

含めて先生たちを広域に異動させようというふうなことになってきていて、初めて三浦に来た

先生がそれだけの短い時間で新年度、入学式を迎えるっていうのは、やはり厳しい部分がある

ため、変えるということでありますので、今、川名委員が言われたようなことへの配慮ってい

うのは当然しなければいけない部分だとは思いますけれども、そういう事情があってこの新年

度スタートの日をずらすということであります。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

○川名委員  広域連携等の話がありましたが、他市町村の動向についてはどのような状況です

か。三浦市としては受入体制が取れていると思うんですけど、三浦市から異動される方につい

ても同様の体制が取れているといいかなと思います。 

 

○松田学校教育課長  委員御指摘の他市町村の動向ですけども、特に逗子・葉山につきまして

は、この三浦の動向について、情報提供をしてこのような形で進めていこうということを検討

いただいているところです。ただ、逗子・葉山もそのようにするかというのはそれぞれの判断

にもよりまして、統一してくださいとまでは言えないので、一応、情報としてはお伝えしてあ

ります。この三浦の動きを受けて、逗子・葉山も同様の動きを取っていくかどうかというのは

今後の対応になろうかと思います。 

また、県内の 33市町村の状況ですけども、従来は４月５日スタートというのが神奈川県でオ

ーソドックスな形だったんですけど、ここ数年の働き方改革等の動きもありまして、その日に

ちが随分変わってきています。 
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手元に全県の資料がありますが、４月７日スタートという自治体も増えております。三浦市

の４日間を確保するというのも鎌倉や厚木とかを参考にさせていただいております。 

以上でございます。 

 

○及川教育長  入学式と始業式が４月５日ということが保護者の頭の中で固定化している部分

もあるのかなと思うので、そこが変わるときにはきちんと周知をして、仕事の都合で子どもが

一人で家にいなければいけない状況などが起こる可能性もありますので、そういうことも十分

に気をつけながら進めていきたいと思います。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

○石渡委員  授業時数について、十分足りているということで考えてよろしいでしょうか。 

 

○松田学校教育課長  先ほど川名委員から御指摘もありましたが、もし４日間取りますという

ふうに改正が決まりましたら、学校の方には周知をさせていただきまして、今年度の下半期に

来年度の教育課程の編成を行っていくと思います。来年度のカレンダーでは７日スタートにな

りますのでそこを踏まえて授業時数をカウントしていきます。 

標準時数が足りないっていう場合につきましては、行事や準備期間の精選といったことを一

定程度学校にお願いをするようになろうかと思いますが、計画の段階で標準時数を下回ること

がないように学校にお願いをしていくと思っております。 

 

○及川教育長  今回の改正については、当然校長会とも事前に十分に詰めておりますので、そ

の辺についてはスムーズにいけるかなと思っています。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

 （意見等なし） 

 

○及川教育長  よろしいでしょうか。 

なければお諮りいたします。 

議案第 20号 三浦市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則に

ついて、原案のとおりとすることについて御異議ございませんか。 

  

（「異議なし」の声あり） 

 

○及川教育長  ありがとうございます。 

御異議ないようですのでそのように決しました。 

続きまして、次第７「その他の事業について」に入りたいと思います。 

⑴第 53回三浦市学校保健大会の開催について、説明をお願いいたします。 

 

○松田学校教育課長  それでは資料４、６ページを御覧ください。 
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第 53回三浦市学校保健大会「子どもの健康を考えよう」を令和７年 10月 23日木曜日、初声

市民センターにて三浦市学校保健会との共催で開催いたします。 

今年度は記念講演といたしまして、鎌倉保健福祉事務所長の先生に「みんなで守ろう！学校

における感染症対策」として、インフルエンザ、新型コロナ等の対策について、医師会から推

薦のあった先生に記念講演をしていただくということになっております。 

以上です。 

 

○及川教育長  説明は終わりました。 

御質問等ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

感染症、インフルエンザやコロナも結構出ているんですよね。日頃どのような対策をとって

いったらいいかっていうことについては、大切なところかなというふうに思うんですけど。 

 

（質問等なし） 

 

○及川教育長  よろしいでしょうか。 

なければ次に進みたいと思います。 

それでは次第８「その他」に入りたいと思います。 

事務局から何かありますか。 

 

（特になし） 

 

○及川教育長  教育委員の皆さんから何かございましたらお願いしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

○川名委員  県内の教職員の不祥事について、不祥事を行ってしまった後の人生について、県

教育委員会が独自に映像を作成されたというところだと思うんですけど、それについて、市内

でも研修とかでお使いになられるのか、共有できるのかどうかをお聞かせ願いたいと思います。 

 

○松田学校教育課長  今回に限らず事故、不祥事等がある度に県の綱紀保持等の通知を受けて

三浦市教育委員会としての考え方を載せて各学校に通知をしています。 

この度の事案につきましては、先日報道にもあった映像等の資料を活用して、校内研修を実

施するよう通知しております。この件につきましては、近隣の市町村であったということで私

どもも大変重く受けとめております。 

従来であれば月１回の事故・不祥事防止会議を行ってくださいということだったんですけど、

それだけでなく、実際にどのような会議、職員研修だったかっていうその状況を報告してくだ

さいというところで、今回はいつもより強めの形でお願いをしているところでございます。現

状市内の１校からすでに研修が終わったということで報告をいただいております。 

また、研修につきましては私も要請があれば伺ってお話をさせていただきますという形をと

らせていただいておりまして、市内の２校から依頼をいただいているところでございます。 
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県教育委員会の映像資料等も活用しながら研修を進めていき、教員の事故・不祥事防止に向

けて意識を高めていけるようにしていきたいと考えております。 

 

○及川教育長  よろしいでしょうか。 

この不祥事防止については、小さいことも含めると三浦市でも実際に起きているんですよね。

ただ、それを無くすことはなかなか難しいところもあるんですけれども、やはりそういうこと

が周りで起きたときに自分のこととして考えられるかどうかっていうところが大きいかなと思

っています。今回はインターネットで全国的に先生たちが繋がってそういうことを行っている

中に近隣の教職員がいたということで、本当に他人事ではないなっていう感じは私自身も受け

ています。 

そうした点でも、やはり今までの不祥事防止の会議や研修というものをさらに具体的にそれ

ぞれが深く感じられるようなことを手立てとして取りながら進めていかなければいけない。そ

ういった意味でも県が映像を作成したということですので、県の思いを市の教育委員会として

もきちんと受けとめて、学校への指導対応っていうのをしていかなければいけないなというふ

うに思っています。今回、学校教育課長も積極的に学校に出向いて自分からもお話しますとい

うようなことで対応してくれていますけれども、そういう姿勢が通じることによって、学校と

教員それぞれがもっと深く考えてくれるという機会になってくれるかなというふうに思ってい

ます。極力そういうことが出ないようにしていくために、粘り強くやっていくしかないかなと

いうふうに思っています。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

○石渡委員  今の話にちょっと付随して、例えば採用にあたって、そういった前歴やデータの

活用も三浦市としてはもうすでにされているのかなっていうふうに思ったんですけど、いかが

でしょうか。 

 

○松田学校教育課長  データベースの件につきましては、県全体、国っていうところで、慎重

に審議を進め、データに入れるかどうかっていうところをやっているのかなと認識をしており

ます。 

臨任登録の際にも今までの処分歴等の有無を確認する欄が今年度新たに設けられましたので

そこは必ず確認をするようにいたしております。採用試験においても、これまでの処分歴を記

入する欄もあります。そういったところを信じるしかないんですけども、そういう性善説に成

り立って本人が証明するっていうような形で確認をしております。 

 

○及川教育長  教員というのはやはり直接子どもに接する立場の人ですので、その辺はやはり

とても重要なんだと思うんですね。こういう不祥事だけでなく不適切な指導、体罰とかそうい

うことも含めてですけれども、そういったことよって例えば辞めたり、あとは任用を継続しな

かったりというような場合も当然あるわけです。そういう情報も市町村間及び教育委員会の中

で情報共有を極力図っていかなければいけないなと思っています。 

今回、新聞などで騒がれているような不祥事以外にも適切な指導がなされないように見える

教員もいるわけですから、そういう者は極力避けるということはしていかなければいけない。 
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そのほかいかがでしょうか。 

 

○川名委員  先日の神奈川新聞に掲載で消防設備の８割方に問題があるということが今年の調

査並びに昨年度の調査から判明したということで、昨日、三浦市ＰＴＡ連絡協議会の理事会で

報告がありました。ある地域では会長も含めて問い合わせがありました。また、私が住んでい

る下町の方では、早く修繕を希望するという署名活動が始まっている状況で現状としては、調

査で発見した状況を修繕するということではなくて、すでに不良と判定された設備をなぜ修繕

していなかったっていうところでかなりの問い合わせが来ていると想像しています。 

教育長の答弁の中でしっかり見ながら進んでいくっていうところで、これからどのように対

応されるのかっていうことが必要と思っています。 

 

○浦西教育総務課長  消防設備につきましては、報道でもありましたけども実際に過去からの

積み重ねがあり、少しずつ整備をしてきたというのが実情です。 

現在は報道を受けて、三浦消防署と話をしまして、修繕する消防設備の優先順位をまず決め

ましょうということで、例えば一番はやはり自動火災報知設備の感知器ですね。感知器も設備

的には不良という話になっているんですが、例えば感知器が部屋に３つあって、１つでも不良

であれば、その学校全体が不良になります。なので、全ての感知器が不良という話ではないん

ですけども、ただ 100個のうち１個でも不良があれば、全て不良という話になりますので、そ

ういうところは未警戒区域になるという話になりますので、そういうところをまず修繕をして

いきます。 

次に屋内消火栓、救助袋等もありますので、優先順位が高い消防設備について、設備業者か

ら見積り等をとって、整備をしていくということで進めています。 

整備の時期としては、今年度、例えば補正予算や予備費により、できるだけ早く進めていき

たいと考えております。 

 

○及川教育長  感知器の数は学校だと何百って数になる、そのうちの１つでも作動しないとな

ると各学校全てが適当でないっていう審査の仕方なんですね。それが実態ということなんです。

今までやってこなかったわけではないというふうなことも言いましたけども、やはり一番には

施設が老朽化してきているので、こっちを直すとこっちがだめになったっていうふうなことが

続いてきて、その数字だけを見たときに改善されてないんじゃないかっていうふうに見えてし

まうということで、なかなか厳しい状況にあるんだということは承知をしてもらえればなと思

います。 

ただ、そう言ってもいられないので、今後については予備費なども使いながら計画をもって

進めていく。消防署と設備等を扱う会社などと話を進めながら、今後の見通し、計画を持って

進めていくということをやっていこうとなっていますので御承知をお願いしたいと思います。 

 

○村山委員  来月になるのかもしれませんけど、今期三浦市議会でその話は出ましたか。 

 

○浦西教育総務課長  報道の発端としては、一般質問で出てそれを受けて報道がされている状

況なので議会では出ています。 
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○及川教育長  一般質問の中で小林直樹議員が質問しました。その手前のところでは当然それ

に関する資料の要求があって、こちらからも資料を渡し、それに基づいての質問がありました。 

 

○廣瀬委員  学校の消防設備点検っていうのは、年間でどのぐらい義務付けられているんです

か。 

 

○浦西教育総務課長  消防設備の点検に関しては機器点検と総合点検がそれぞれ年１回義務づ

けられておりますので、必ず年１回ずつやっているような状況です。 

 

○廣瀬委員  ちょっとした不具合も指摘されますし、それに対応するとものすごいお金がかか

るっていうのも何となく予想がつくため、計画していくのは大変だろうなという感じはしてま

すので、地道にやるしかないのかなっていうような印象を持ちました。 

 

○及川教育長  ありがとうございます。 

これを全て行うとなるとどれくらいかかりますか。 

 

○浦西教育総務課長  まだ見積りをお願いしている最中で業者も現在、学校を回っている状況

ですので、それを受けてある程度の金額が出てくるのかなと思っております。 

 

○及川教育長  できる範囲を広げていかなければいけないんですけども、全てを同時にという

のは無理なんですけれども、できるだけ優先度が高いものから進めていくということをやって

いきたいと思っています。 

そのほかいかがでしょうか。 

 

（質問等なし） 

 

○及川教育長  よろしいでしょうか。 

ないようでしたらば、以上で令和７年９月三浦教育委員会定例会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

               ◇ 午前 10時 08分 閉会 ◇                


